
Ｋ単位・Ｇ単位の一覧表について 

 

 

１ 目的 

社会医学系専門医制度においては、社会医学系専門医及び指導医は５年毎に一定の条

件を満たすことにより、その資格を継続(更新)することができる。その条件の中に、Ｋ単

位（講演会等の受講）及びＧ単位（研究協議会等の参加）の各単位それぞれ１０単位以

上の獲得がある。 

この表は、Ｋ単位及びＧ単位として地方衛生研究所全国協議会が認定する研究会や講

演会等を示したものである。 

 

２ 単位数 

Ｋ単位は、研究会等で実施される教育講演、特別講演等を受講することで獲得できる

もので、社会医学系専門医・指導医にとって、研鑽を積む上で有益と認められるもので

ある。 

ただし、社会医学系専門医協会との申し合わせで、全国レベルの研究会等は３単位、

地方支部(ブロック)レベルの研究会等は１単位を上限と設定されている。 

Ｇ単位は研究会等に参加することで獲得できるものである。全国レベルの研究会等は

１単位、地方支部(ブロック)レベルの研究会等は０.５単位と設定されている。  

なお、地方支部(ブロック)レベルで開催される研究会等は、原則、教育講演や特別講演

等以外に一般演題がある研究会等のみ認定している。 

 

３ 証明書の取得 

「Ｋ単位受講証明書」及び「Ｇ単位参加証明書」は、研究会等を開催する研究会等責

任者から交付される。証明書は更新時に必要となるので、大切に保管すること。原則、

再発行は行わない。 

 

４ 平成２９年度の単位 

平成２９年度のＫ単位及びＧ単位は、既に終了しており、その証明書を発行すること

はできない。そのため、更新ルールでは、平成２９年度に限り証明書がなくても、自己

申告により、Ｋ単位のみ２単位を限度として単位を獲得することができる。自己申告で

きるＫ単位は、この表に掲載されているものに限る。 

なお、地方衛生研究所全国協議会関係以外の他の社会医学系専門医協会の構成学会及

び団体等が認定する講習会等でも申請できる。 

 

５ 更新ルール 



更新ルールについての詳細は社会医学系専門協会のホームページを参照すること。 
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